
２００７．　．　 （　）４ １ ３市の業務のお問い合わせは、町田市コールセンター11０４２・７２４・５６５６

○
対
象　

平
成　

年
５
月
〜　

月
生
ま

１７

１０

れ
の
子
と
保
護
者

○
日
時　

５
月　

日
（
金
）
午
前
９
時

１８

　

分
〜
正
午

５０○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

幼
児
期
の
栄
養
と
発
達
に
つ

い
て
の
話
、
試
食
、
グ
ル
ー
プ
相
談

○
定
員　
　

組
（
申
し
込
み
順
）

２５

※
一
度
参
加
さ
れ
た
方
や
、
き
ょ
う
だ

い
を
お
連
れ
で
の
参
加
は
ご
遠
慮
下
さ

い
。

○
申
し
込
み　

電
話
で

健
康
課
（
11
７
２
５
・

５
４
２
２
）
へ
。

幼
児
食
講
習
会

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

「
市
政
情
報
や
ま
び
こ
」
（
11
７
２
４

・
８
４
０
７
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

４
月
９
日
（
月
）
午
前　

時
１０

〜
正
午

○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
地
下
特
別
会

議
室
（
大
）

第
３
回
町
田
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー運

営

協

議

会

５月の検診のご案内

※上記検診はいずれも町田市民で、職場等で検診の機
会のない方が対象です。

※肺がん・胃がん検診は年度内（２００７年４月～２００８年
３月）に１回受診できます。乳がん検診は２年に１
回受診できます。

※希望日で割り振りしたうえで定員を超えた場合は、
検診日ごとに抽選を行います。抽選にもれた方に
は、個別に通知します。

※集団検診のため、希望時間の指定ができないことを
ご理解下さい。なお５月は女性が先に検診します。

【非負担について】※次の方は無料になります。
●○福 医療証をお持ちの方●○老 老人保健法医療受給者証
をお持ちの方●高齢受給者証をお持ちの方●平成１８年
度の市民税非課税世帯の方●生活保護受給世帯の方
※受診者に郵送される申込書により、検診当日に「負
担・非負担」の届出をして下さい。

□問 健康課11７２５・５１７８
受診
案内申し込み受診できない方費　用定員内　容会　場期　日対　象検診

名

５
月
上
旬
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

ハガキ（検診
ごとに１人１
枚、封 書 も
可）に「肺が
ん検診申込」
「胃がん検診
申込」または
「乳がん検診
申 込」と 書
き、住所・氏
名（ふ り が
な）・生年月
日・電 話 番
号、胃がん検
診または乳が
ん検診は希望
会場・希望日
（第３希望ま
で）を明記し
て、４月７日
まで（消印有
効）に 健 康
課（〒１９４－
００１３、原町田
５－８－２１、
健康福祉会館
内、11７２５・
５１７８）へ

【共通】　①既に何ら
かの自覚症状がある方
（病院で受診して下さ
い）②妊娠中または妊
娠の疑いがある方 
【肺がん検診】　①肺
に関する疾患で経過観
察中、治療中、手術後
の方
【胃がん検診】　①胃
に関する疾患で経過観
察中、治療中、手術後
の方②過去１年以内に
心臓の発作や脳梗塞等
の脳疾患を発症したこ
とのある方③現在治療
中の急性期の疾患をお
持ちの方④まひなどが
あり検診台の上で自力
で回転できない方
【乳がん検診】　①乳
房に関する疾患で経過
観察中、治療中の方②
豊胸手術を受けている
方③現在授乳中の方④
心臓ペースメーカーを
装着している方⑤腰痛
や障がい等により自力
でまっすぐに立ってい
ること（１０分）が難
しい方

１，２００円１００人

問診、レ
ントゲン
直 接 撮
影、かく
たん検査

健康福祉
会 館２５日（金）４０歳

以上
肺
が
ん

８００円各日
５０人

問診、レ
ントゲン
間接撮影
（バリウ
ムを飲み
ます）

鶴川市民
センター１７日（木）

３５歳
以上

胃
が
ん

木曽山崎
センター２３日（水）

健康福祉
会 館

１８日（金）

２１日（月）

２２日（火）

２４日（木）

受
診
日
の　

日
前
ま
で
に
お
送
り
し
ま
す
。

１０

２，８００円

各日
多摩
丘陵
病院
１０人

健康
福祉
会館
１００人

問診、視
触診、マ
ンモグラ
フィー
（乳房Ｘ
線撮影）

多摩丘陵
病院（下
小山田町
１４９１）

１１日（金）

２００７年４
月１日～
２００８年３
月３１日の
誕生日で
４０歳～７０
歳の偶数
歳となる
女性　　

乳
が
ん

１４日（月）

１５日（火）

１６日（水）

１７日（木）

１８日（金）

健康福祉
会 館

１１日（金）

１２日（土）

１４日（月）

１５日（火）

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
事
前
に
高

齢
者
福
祉
課
（
11
７
２
４
・
２
１
４

６
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

４
月
４
日
（
水
）
午
後
６
時

　

分
〜
８
時

３０○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
地
下
特
別
会

議
室
（
大
）

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

町
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

運

営

審

議

会

　

平
成　

年
度
課
税
分
の
縦
覧
及
び
課

１９

税
台
帳
の
閲
覧
を
、
４
月
２
日
か
ら
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い

固
定
資
産
税
の
縦
覧
及
び
課
税
台
帳
の

閲
覧
が
は
じ
ま
り
ま
す

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
合
わ
せ
先
へ

ご
確
認
下
さ
い
。

【
縦
覧
及
び
課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）
閲

覧
制
度
】

　

資
産
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１
６
、

　

２
１
１
８

　

縦
覧
制
度
は
、
自
己
の
土
地
や
家
屋

に
対
す
る
固
定
資
産
税
評
価
額
が
適
正

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
資
料
と

し
て
、
他
の
土
地
や
家
屋
の
固
定
資
産

税
評
価
額
（
税
額
の
記
載
は
あ
り
ま
せ

ん
）
が
記
載
さ
れ
た
土
地
・
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
を
納
税
者
（
土
地
、
家
屋

に
課
税
さ
れ
て
い
る
方
）
の
縦
覧
に
供

す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
課
税
台
帳
の
閲
覧
は
、
納
税

義
務
者
の
方
が
固
定
資
産
課
税
台
帳
の

う
ち
、
自
己
の
資
産
に
対
す
る
課
税
内

容
を
具
体
的
に
確
認
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。
町
田
市
に
お
い
て
は
納
税
義
務

者
単
位
で
課
税
台
帳
の
内
容
を
ま
と
め

た
、
土
地
・
家
屋
名
寄
帳
を
閲
覧
に
供

し
ま
す
。

○
縦
覧
、
閲
覧
が
で
き
る
方
及
び
必
要

書
類

（
１
）
納
税
者
、
同
居
の
親
族
及
び
納

税
管
理
人

　

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
等
（
運
転

免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
、
健
康
保
険
証
、
納
税
通
知

書
、
課
税
資
産
明
細
書
等
）
を
お
持
ち

下
さ
い
。

（
２
）
代
理
人

　

納
税
者
と
同
居
し
て
い
る
親
族
及
び

納
税
管
理
人
以
外
の
方
に
つ
い
て
は
、

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
に
加
え
、
納

税
者
が
自
署
、
捺
印
し
た
委
任
状
ま
た

は
代
理
人
選
任
届
を
お
持
ち
下
さ
い
。

（
３
）
納
税
者
が
法
人
の
場
合

①
法
人
の
代
表
者
＝
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類
等
に
加
え
法
人
の
代
表
者
印
を

お
持
ち
下
さ
い
。

②
社
員
＝
社
員
証
を
含
む
本
人
確
認
が

で
き
る
書
類
に
加
え
、
法
人
の
代
表
者

印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
申
請
書
か
、
法

人
の
代
表
者
印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
委

任
状
ま
た
は
代
理
人
選
任
届
を
お
持
ち

下
さ
い
。

③
委
任
を
受
け
た
方
＝
本
人
確
認
が
で

き
る
書
類
等
に
加
え
、
法
人
の
代
表
者

印
が
押
印
さ
れ
て
い
る
委
任
状
ま
た
は

代
理
人
選
任
届
を
お
持
ち
下
さ
い
。

○
縦
覧
期
間　

４
月
２
日
〜
５
月　

日
３１

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
閲
覧
期
間　

４
月
２
日
以
降
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

○
縦
覧
、
閲
覧
時
間　

午
前
８
時　

分
３０

〜
午
後
５
時

○
縦
覧
、
閲
覧
場
所　

資
産
税
課
（
市

役
所
本
庁
舎
６
階
）

○
縦
覧
、
閲
覧
方
法　

縦
覧
は
、
土

地
、
家
屋
の
所
在
地
番
を
申
請
書
に
記

載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
所
有
者
名
か

ら
の
縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
縦

覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
等
は
行
え
ま
せ
ん

が
、
手
書
き
に
よ
る
転
記
は
可
能
で

す
。

　

閲
覧
は
、
納
税
義
務
者
単
位
の
申
請

と
な
り
ま
す
。

○
縦
覧
、
閲
覧
手
数
料　

縦
覧
及
び
縦

覧
期
間
内
の
平
成　

年
度
課
税
台
帳
の

１９

閲
覧
は
無
料
で
す
。

【
納
税
義
務
者
以
外
の
方
へ
の
課
税
台

帳
閲
覧
制
度
】

　

市
民
税
課
諸
税
証
明
係
11
７
２
４
・

　

２
８
７
４

　

土
地
や
家
屋
に
対
し
、
賃
借
権
そ
の

他
の
使
用
ま
た
は
収
益
を
目
的
と
す
る

権
利
（
対
価
が
支
払
わ
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
）
及
び
固
定
資
産
の
処
分
を
す

る
権
利
を
有
す
る
方
は
、
権
利
の
対
象

と
な
る
資
産
に
つ
い
て
課
税
台
帳
が
閲

覧
で
き
ま
す
。

○
期
間　

４
月
２
日
以
降
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）

○
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

○
場
所　

市
民
税
課
税
務
証
明
受
付

（
市
役
所
本
庁
舎
６
階
）

○
必
要
書
類　

本
人
確
認
が
で
き
る
書

類
等
に
加
え
、
権
利
を
有
す
る
資
産
を

特
定
す
る
た
め
の
書
類
（
賃
貸
借
契
約

書
、
賃
借
権
の
権
利
人
が
記
載
さ
れ
て

い
る
登
記
簿
謄
本
等
）
が
必
要
で
す
。

○
手
数
料　

１
件
３
０
０
円

【
固
定
資
産
税
の
評
価
額
に
不
服
が
あ

る
場
合
】

　
　
　

総
務
課
11
７
２
４
・
２
５
０
６

　

縦
覧
や
閲
覧
等
の
結
果
、
自
己
の
土

地
、
家
屋
、
償
却
資
産
に
対
す
る
固
定

資
産
税
評
価
額
に
不
服
が
あ
る
納
税
者

の
方
は
、
４
月
２
日
か
ら
納
税
通
知
書

を
受
け
た
後　

日
以
内
に
、
文
書
を
も

６０

っ
て
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
審

査
申
し
出
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
度
は
基
準
年
度

１９

で
は
は
な
い
た
め
、
平
成　

年
度
に
新

１９

た
に
課
税
対
象
と
な
っ
た
土
地
、
家
屋

以
外
は
、
土
地
の
課
税
地
目
の
変
更
、

家
屋
の
増
改
築
ま
た
は
土
地
の
評
価
額

の
下
落
修
正
等
に
よ
り
、
前
年
度
に
比

べ
評
価
が
見
直
さ
れ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
の
み
審
査
申
し
出
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
審
査
申
し
出
が
で
き
る
の

は
、
自
己
の
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産

に
課
税
さ
れ
て
い
る
納
税
者
の
方
に
限

ら
れ
ま
す
。

認認
可可
外外
保保
育育
施施
設設
利利
用用
保保
護護
者者
にに

保保
育育
料料
のの
一一
部部
をを
補補
助助
し
ま
す

し
ま
す

　

市
で
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
違
反

広
告
物
の
表
示
者
等
に
対
す
る
過
料
処

分
の
手
続
を
規
則
に
よ
り
規
定
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
に
よ
り
撤
去
指
導
に
従
わ
ず
違

反
を
繰
り
返
す
違
反
広
告
物
の
表
示
者

等
に
対
し
過
料
を
科
す
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
し
た
。

　

今
後
交
通
の
支
障
と
な
る
は
り
札
、

広
告
旗
、
立
看
板
な
ど
の
表
示
者
等
が

違
反
を
繰
り
返
し
た
場
合
に
は
過
料
を

科
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

実
際
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
当
分

の
間
商
店
会
や
関
係
機
関
へ
の
周
知
及

び
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
等
に
よ
り
お
知
ら

せ
を
行
う
予
定
で
す
。

※
こ
の
記
事
に
関
連
し
た
情
報
を
町
田

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧
下
さ
い
。

□問
 

道
路
管
理
課
11
７
２
４
・
１
１
５
１

　

認
証
保
育
所
、
保
育
室
、
家
庭
福
祉

員
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
に
、
今
年
度

４
月
か
ら
児
童
１
人
に
つ
き
月
額
１
万

５
０
０
０
円
（
き
ょ
う
だ
い
等
で
利
用

の
場
合
は
２
人
目
以
降
同
７
５
０
０

円
）
の
補
助
を
し
ま
す
。

○
対
象　

市
内
在
住
で
、
東
京
都
認
証

保
育
所
・
保
育
室
（
市
外
を
含
み
、
東

京
都
か
ら
補
助
を
受
け
て
い
る
施
設
に

限
り
ま
す
）
、
家
庭
福
祉
員
に
子
ど
も

を
預
け
て
い
る
保
護
者
の
方

○
申
請
方
法　

各
施
設
か
ら
配
布
さ
れ

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
施

設
を
経
由
し
て
９
月
と
３
月
に
子
育
て

支
援
課
に
提
出
し
ま
す
。

○
支
払
い
時
期　

４
月
〜
９
月
分
を　
１０

月
に
、　

月
〜
３
月
分
を
４
月
に
保
護

１０

者
の
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３

８

 自然休暇村（長野県川上村）�
10月分の利用受付�

70120・55・2838
申 込 先�

（現地にフリーダイヤルでつながります）�

4月1日から受付開始�

大地沢青少年センター�
10月分の利用受付�

７８２・３８００�

◎予約は全て電話受付です。�

1

4月7日から受付開始�

　

今
回
受
付
を
す
る
利
用
日
は
、　

月
１０

１
日
〜　

日
で
す
。

３１

※
火
曜
日
及
び　

月　

日
は
休
館
で

１０

１０

す
。

※
市
の
事
業
等
実
施
の
た
め
、　

月　
１０

１３

日
及
び　

日
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

１８

○
申
し
込
み
で
き
る
方　

市
内
在
住
、

在
勤
、
在
学
の
方
が
過
半
数
の
グ
ル
ー

プ
ま
た
は
個
人
で
す
。

　

な
お
、
９
月
分
ま
で
の
予
約
は
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○
申
し
込
み　

４
月
７
日
午
前
８
時　
３０

分
〜
午
後
１
時
に
大
地
沢
青
少
年
セ
ン

タ
ー
（
11
７
８
２
・
３
８
０
０
）
へ
お

電
話
い
た
だ
い
た
方
を
同
着
と
み
な

し
、
抽
選
を
行
い
ま
す
。
結
果
は
電
話

連
絡
し
ま
す
。
午
後
１
時
以
降
は
電
話

先
着
順
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
受
付
を
す
る
利
用
日
は
、　

月
１０

１
日
〜　

日
で
す
。

３１

※　

月　

日
〜　

日
は
休
館
日
で
す
。

１０

２３

２４

※　

月
３
日
、
４
日
、　

日
、　

日
、

１０

１１

１６

　

日
、　

日
は
小
学
校
自
然
教
室
の
た

１７

１８

め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
夏
期
期
間
を
除
き
９
月
分
ま

で
の
ご
予
約
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
空
室
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

※
夏
期
期
間
（
７
月　

日
〜
８
月　

２８

１９

日
）
の
申
し
込
み
方
法
は
次
回
の
本
紙

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
利
用
で
き
る
方　

市
内
在
住
、
在

勤
、
在
学
の
方
と
そ
の
随
伴
者
ま
た
は

家
族

※
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
朝
夕
２
食
２
０

０
０
円
で
食
事
を
提
供
し
ま
す
（
要
予

約
）
。

○
申
し
込
み　

４
月
１
日
午
前
８
時　
３０

分
か
ら
自
然
休
暇
村
申
込
専
用
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
で
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

指指
導導
にに
従従
わわ
ずず
違違
反反
をを
繰繰
りり
返返
すす
違違
反反
広広
告告
物物
のの

表表
示示
者者
等等
にに
はは
過過
料料
がが
科科
せせ
らら
れれ
まま
すす


